
公益社団法人  地域シルバー人材センター利用契約書（案） 

 

新潟県発電管理センター（以下「発注者」という。）と        （以下「セン

ター」という。）とは、発注者がセンターを通じてセンターの会員（以下「会員」とい

う。）に対して発電管理センター植栽等管理業務（以下「本件会員業務」という。）を委

託するに当たり、次のとおりシルバー人材センター利用契約を締結する。 

 

第１条（会員への業務の委託） 

発注者は、シルバー人材センター利用規約（以下「利用規約」という。）に定めると

ころにより、本件会員業務を実施する会員としてセンターが選定した会員に対して、セ

ンターを通じて本件会員業務を委託する。なお、業務内容は別記１「植栽等管理委託基

準仕様書」のとおりとする。 

第２条（業務の対価）  

本件会員業務に係るセンター業務委託料（利用規約第５条第１項に規定するセンター

業務委託料をいう。）の額及び会員業務委託料（利用規約第２条第２項の会員業務委託

料をいう。）の合計額は、金   ，   円（消費税含む）とする。各支払額は別紙

「契約額計算表」のとおりとする。 

第３条（有効期間） 

本契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

第４条（合意管轄） 

本契約により生ずる権利義務に関する訴訟については、新潟地方裁判所をもって第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

第５条（その他） 

本契約書及び利用規約に記載のない事項については、発注者及びセンターが協議の上、

決定するものとする。本契約書及び利用規約の条項に疑義が生じた場合についても同様

とする。契約の証として本書２通を作成し、当事者双方記名押印し、それぞれ１通を保

有する（本書を電磁的記録で作成する場合は、当事者双方が電子署名を行い、各自その

電磁的記録を保管する。）。 

令和 ８年 ４月 １日 

発注者   村上市坂町１８０４ 

 新潟県 

      新潟県発電管理センター所長  

 

センター   



業 務 仕 様 確 認 書 

会 員 業 務 名 発電管理センター植栽等管理業務 

履 行 場 所 発電管理センター 村上市坂町 1804 

曜 日 時 間 

等 条 件 
別記１の植栽等管理委託基準仕様書のとおり  

会 員 業 務 の 

内容及び方法 

 

１．業務内容 

別記１の植栽等管理委託基準仕様書及び図面の定めるところにより作業

を行うものとする。 

２．作業の変更 

（1）発注者は、公務上の都合により、受注者に対し臨時に作業の変更を求

めることができる。 

（2）前項の作業の増減に伴う委託料の増減については、その都度協議する

ものとする。 

３．経費の負担 

 この契約による作業に必要な材料は、すべて受注者の負担とする。  

報 告 
別記２による作業報告書と作業前後・作業中の写真を作成して発注者に提

出すること。 

注 意 事 項 等 

本件会員業務内容等を変更する場合は、発注者はセンターに連絡し、セ

ンターは会員業務就業規約第 3条第 4項の規定に基づき、当該変更につき

業務実施会員に通知の上、同意を得るものとする。この確認書に記載のな

い事項については、協議の上決定する。 

 



別紙

契約額計算表

単価 事務費(単価の12％) 計

５月

９月

　薬剤（材料費） ―

６月

８月

　機械借上料（材料費） ―

７月

　機械借上料（材料費） ―

７月

　機械借上料（材料費） ―

11月

　材料（材料費） ―

冬囲い撤去 ３月

剪定

作業内容

薬剤散布

計

草刈り
　　（機械）

計

合計

計

草取り

計

冬囲い

計

計



別記１

植栽管理業務に当たっては、委託契約書で定めるほか、この仕様書の定めるところによる。

１ 基本事項

この仕様書は業務の大要を定めたものであり、本仕様書に記載されていない軽微な作業につい

　 ては、契約金額の範囲内で行うものとする。

２ 業務の対象範囲

発電管理センター構内に植えてある次の樹木等の剪定管理

ア　高木 ヤマボウシ　他　22本

イ　低木 ドウダンツツジ　23本

　 ウ　寄せ植え サツキツツジ　　６箇所

　 エ　除草箇所 図面着色部

３ 作業内容

　 ・薬剤散布 ２回/年（５月・９月）

　 ・草刈り（機械） ２回/年（６月・８月）

　 ・剪定 １回/年（７月）

　 ・草取り １回/年（７月）

　 ・冬囲い １回/年（11月）

　 ・冬囲い撤去 １回/年（３月）

４ 委託期間

令和８年４月１日 令和９年３月31日 まで

５ 作業日程について

植栽等管理委託先（受注者）は作業日の前日までに当センター（発注者）に連絡をすること。

６ 写真の提出について

作業前・作業中・作業後の写真を提出すること。

植栽等管理委託基準仕様書

から





別記２

作業者 確認印 備考

　上記のとおり報告します。

令和　　　年　　　月　　　日

受注者 ㊞

新潟県発電管理センター所長　　宛て

植栽等管理委託作業報告書

作業内容 作業日


